










 
 

４ 安全管理 

（1）高所での作業が多いため、作業員及び用具の落下防止の対策を十分に行うこと。特に、雪

下ろし等シェルター上での作業では、安全帯取付けケーブルの確認を行うこと。 

（2）機械による除雪作業を行う場合には交通誘導警備員を配置するとともに、周辺交通の混乱

や事故を招かないよう、作業標識を設置するなどの対応をすること。 

（3）作業中はシェルター及び付帯施設等に損傷を与えないよう注意すること。万一、損傷事故

が発生した場合は、業務担当者または関係課所に報告し指示を得ること。 

（4）作業時間帯を問わず、関係車両は必ず作業回転灯を点灯させ、通行人や近隣住民が作業中

であることを確認できるようにすること。また、全ての関係車両は下記に示す看板等の表示

を貼り付けて作業にあたること。（基盤は深緑色、文字は白色、形状寸法は自由とする。） 

 

 

 

５ 支払い 

本業務の支払いは、履行期間を４期に分け、契約金額に対し下記内訳として処理する。 

・第１期（着手月及び 12 月）：20% 

・第２期（１月）着手月  ：30% 

・第３期（２月）着及び  ：30% 

・第４期（３月）月及び  ：20% 

※端数については第４期で調整するものとする。 

 

 

６ 積算上の留意事項 

本業務での諸経費率は、令和５年度版 国土交通省 土木工事標準積算基準書を使用している。

工種区分は「道路維持工事」を適用している。なお、それぞれの共通仮設費及び現場管理費は

補正を行っており、それぞれ下式のとおり算出している。 

共通仮設費＝対象額×共通仮設費率×47％ 

現場管理費＝対象額×現場管理費率×67％ 

なお、本業務の積算にあたり使用する積算要領については、工事設計書閲覧コーナー（札幌

市交通局庁舎４階）で公表している。 

７ その他 

仕様書に記載のない事項、その他不明な点は、業務担当者と協議すること。 
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